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報　　告

　　　上記について、別紙のとおり報告いたします。

平成29年4月21日提出

中津市教育委員会

教育長　廣　畑　　功

中津市指定文化財の指定についての答申について







報　　告

　　　上記について、別紙のとおり報告いたします。

平成29年4月21日提出

中津市教育委員会

教育長　廣　畑　　功

中津市教育委員会事務決裁規程の専決処分について



中津市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する概要 

 

 

１．提案理由 

  事務処理を円滑に行うため規程の一部改正を行うもの。 

 

２．施行期日等 

  施行期日 平成 29 年 4 月 1 日から施行 

   

 
 教育総務課教育総務係 

内線 ４６１ 



中教訓令第３号 

 中津市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２９年 ３月３１日 

 

                中津市教育委員会 

 

 

 

   中津市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 中津市教育委員会事務決裁規程（平成１８年中教訓令第１号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２号中「課長等」を「教育次長、課長等」に改める。 

 第５条中「課長等」を「教育次長、課長等」に改める。 

 第６条中「決裁を行う」を「決裁又は専決を行う」に改め、同条第３号及び第４号

中「決裁事項」を「専決事項」に改める。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１

項を加える。 

 （決裁事項等の特例） 

２ 教育委員会が別に定める日までの間は、第４条及び第６条第１号中「教育次長」

とあるのは「教育総務課長」とし、それぞれの決裁事項又は専決事項について重要

なものは上司に報告しなければならないものとする。 

附 則 

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

 



 

新旧対照表 

○中津市教育委員会事務決裁規程 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 決裁 権限に属する事務の処理について最終的意思決定を行うこ

と。 

(１) 決裁 権限に属する事務の処理について最終的意思決定を行うこ

と。 

(２) 専決 教育次長、課長等、校長及び学校支援センター所長が、中津

市教育委員会又は教育長の権限に属する事務であらかじめ認められた範

囲内において、常時それらの者に代わって決裁することをいう。 

(２) 専決      課長等、校長及び学校支援センター所長が、中津

市教育委員会又は教育長の権限に属する事務であらかじめ認められた範

囲内において、常時それらの者に代わって決裁することをいう。 

(３) 代決 決裁について権限を有する者（以下「決裁権者」という。）

が決裁すべき事務をこの規程の定めるところにより決裁権者に代わって

決裁することをいう。 

(３) 代決 決裁について権限を有する者（以下「決裁権者」という。）

が決裁すべき事務をこの規程の定めるところにより決裁権者に代わって

決裁することをいう。 

(４) 教育次長 中津市教育委員会事務局の組織及び処務規則（平成16年

中教規則第５号）第３条第１項に規定する教育次長をいう。 

(４) 教育次長 中津市教育委員会事務局の組織及び処務規則（平成16年

中教規則第５号）第３条第１項に規定する教育次長をいう。 

(５) 課長等 中津市教育委員会事務局の組織及び処務規則第３条第２項

及び第５項に規定する課長、館長及び室長並びに主任研究員及び参事を

いう。 

(５) 課長等 中津市教育委員会事務局の組織及び処務規則第３条第２項

及び第５項に規定する課長、館長及び室長並びに主任研究員及び参事を

いう。 

(６) 校長 学校の校長及び幼稚園長をいう。 (６) 校長 学校の校長及び幼稚園長をいう。 

(７) 学校支援センター所長 中津市立学校管理規則（昭和33年中教規則

第１号）第25条第４項に規定する所長をいう。 

(７) 学校支援センター所長 中津市立学校管理規則（昭和33年中教規則

第１号）第25条第４項に規定する所長をいう。 

（専決の制限） （専決の制限） 

第５条 教育次長、課長等、校長及び学校支援センター所長は、前条の規定

にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、教育長の決裁を受

けなければならない。 

第５条      課長等、校長及び学校支援センター所長は、前条の規定

にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、教育長の決裁を受

けなければならない。 

(１) 重要であると認められる事項 (１) 重要であると認められる事項 

(２) 異例であると認められる事項 (２) 異例であると認められる事項 

(３) 先例になると認められる事項 (３) 先例になると認められる事項 



 

改正後 改正前 

(４) 解釈上疑義があると認められる事項 (４) 解釈上疑義があると認められる事項 

（代決） （代決） 

第６条 決裁権者が出張、病気その他の理由で決裁又は専決を行うことがで

きないとき（以下「不在のとき」という。）は、次の各号に掲げる事項に

ついて、当該各号に定める者が代決することができる。 

第６条 決裁権者が出張、病気その他の理由で決裁を行うことができないと

き（以下「不在のとき」という。）は、次の各号に掲げる事項について、

当該各号に定める者が代決することができる。 

(１) 教育長が不在のときの教育長の決裁事項 教育次長 (１) 教育長が不在のときの教育長の決裁事項 教育次長 

(２) 教育長及び教育次長が不在のときの教育長の決裁事項 教育総務課

長 

(２) 教育長及び教育次長が不在のときの教育長の決裁事項 教育総務課

長 

(３) 教育次長が不在のときの教育次長の専決事項 教育総務課長 (３) 教育次長が不在のときの教育次長の決裁事項 教育総務課長 

(４) 教育次長及び教育総務課長が不在のときの教育次長の専決事項 当

該事項を所管する課長等 

(４) 教育次長及び教育総務課長が不在のときの教育次長の決裁事項 当

該事項を所管する課長等 

(５) 課長等が不在のときの課長等の専決事項 教育長があらかじめ指定

する主幹（総括） 

(５) 課長等が不在のときの課長等の専決事項 教育長があらかじめ指定

する主幹（総括） 

(６) 校長が不在のときの校長の専決事項 教頭 (６) 校長が不在のときの校長の専決事項 教頭 

(７) 学校支援センター所長が不在のときの学校支援センター所長の専決

事項 学校支援センター副所長 

(７) 学校支援センター所長が不在のときの学校支援センター所長の専決

事項 学校支援センター副所長 

附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

 

 

この訓令は、平成 18年４月１日から施行する。 

（決裁事項等の特例） 

２ 教育委員会が別に定める日までの間は、第４条及び第６条第１号中「教

育次長」とあるのは「教育総務課長」とし、それぞれの決裁事項又は専決

事項について重要なものは上司に報告しなければならないものとする。 

 

 



報　　告

　　　上記について、別紙のとおり報告いたします。

平成29年4月21日提出

中津市教育委員会

教育長　廣　畑　　功

教育委員会所管非常勤職員等の任用の専決処分について



所属課 職名等

一般事務 1

学校支援員 33

学校用務員 31 65

所属課 職名等

不登校防止指導員 1

不登校防止嘱託指導員 2

一般事務 3

学校指導専門員 1

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 1

中学校教諭 3

幼稚園教諭 14

預かり保育員 22

教育補助員 59

学校図書館司書 24

学習補助員 12 142

所属課 職名等

一般事務 2

文化財調査員 1

社会教育指導員 12

社会教育指導員（人権） 5

嘱託職員 1

公民館長 15

館務員 11 47

所属課 職名等

図書館司書 18

移動図書館車運転手 4

館務員 2

臨時職員 2 26

所属課 職名等

一般事務 2

施設管理員 46

給食調理員 10

嘱託配送員 4 62

342計

体育・給食課

人数

人数

人数

任期付・臨時・非常勤職員の配置状況（平成２９年４月現在）

人数

人数

教育総務課

学校教育課

社会教育課

小幡記念図書館



催　　　　　　し　　　　　　物 場　所 備　考

１日 ( 土 ) 9 ： 30 第２２回八面山スケッチ大会 八面山

： 豊前神楽特別奉納 宇佐神宮

２日 ( 日 ) ：

３日 ( 月 ) ： 辞令交付式 新教育制度の教育長として就任

４日 ( 火 ) ： 県挨拶まわり 学力向上に期待の声が多い

５日 ( 水 ) ： 学校まわり 学力向上等意見交換

６日 ( 木 ) ： 学校まわり 学力向上等意見交換

７日 ( 金 ) ： 学校まわり 学力向上等意見交換

８日 ( 土 ) ：

９日 ( 日 ) ：

１０日 ( 月 ) ： 小・中学校始業式 各小・中学校

１１日 ( 火 ) 13 ： 30 平成２９年度中津市生涯学習大学祭開講式 小幡記念図書館

１２日 ( 水 ) ： 中学校入学式 各中学校

１３日 ( 木 ) ： 小学校入学式 各小学校

１４日 ( 金 ) ： 幼稚園入学式 各幼稚園

１５日 ( 土 ) ：

１６日 ( 日 ) ：

１７日 ( 月 ) ： 全国学力テスト 成果を期待

１８日 ( 火 ) ：

１９日 ( 水 ) ： 定例記者会見

２０日 ( 木 ) ：

２１日 ( 金 ) 13 ： 30 定例教育委員会 教育委員会室

２２日 ( 土 ) ： 県立埋蔵文化財センター開館記念

： 馬溪橋見学会

２３日 ( 日 ) ：

２４日 ( 月 ) ： 県学力テスト 成果を期待

： 教育長会議 県の方針説明

：

中津市国民文化祭実行委員会・
全国障害者芸術･文化祭中津市
実行委員会総会

第1回・任命と事業計画案説明

２５日 ( 火 ) ：

２６日 ( 水 ) ：

２７日 ( 木 ) ：

２８日 ( 金 ) 10 ： 00 第２２回八面山美術展（３０日まで） 中津文化会館

２９日 ( 土 ) 9 ： 00 第２７回　八面山平和マラソン大会
三光総合運動公園
多目的グラウンド

３０日 ( 日 ) ：

日・曜 時間

４月　教育委員会　報告



催　　　　　　し　　　　　　物 場　所 主催・担当課等 出席依頼者

１日 ( 月 ) ：

２日 ( 火 ) ：

３日 ( 水 ) ：

４日 ( 木 ) ：

５日 ( 金 ) ：

６日 ( 土 ) ：

７日 ( 日 ) ：

８日 ( 月 ) ：

９日 ( 火 ) ：

１０日 ( 水 ) ：

１１日 ( 木 ) ：

１２日 ( 金 ) ：

１３日 ( 土 ) ：

１４日 ( 日 ) ：

１５日 ( 月 ) ：

１６日 ( 火 ) ：

１７日 ( 水 ) ：

１８日 ( 木 ) ：

１９日 ( 金 ) 13 ： 30 定例教育委員会 教育委員会室 教育総務課 教育長他

２０日 ( 土 ) ： 体育大会
豊陽中・中津中・
城北中・三光中

学校教育課

２１日 ( 日 ) ：

２２日 ( 月 ) ：

２３日 ( 火 ) ：

２４日 ( 水 ) ：

２５日 ( 木 ) ：

２６日 ( 金 ) ：

２７日 ( 土 ) ： 運動会
南部小・樋田小・
上津小

学校教育課

２８日 ( 日 ) ： 運動会 大幡小・和田小 学校教育課

２９日 ( 月 ) ：

３０日 ( 火 ) ：

３１日 ( 水 ) ：

日・曜 時間

５月　教育委員会行事予定表


